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郡市区等医師会 御中 

一般社団法人 大阪府医師会 

（公印省略） 

 

医療機関等におけるスマートフォンでのマイナ保険証の利用開始に伴う、 

Amazon ビジネスアカウントの作成時の招待コードについて（周知） 

 

 平素は本会事業の推進に対し、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

この度、標題の件につき、日本医師会より連絡および周知依頼がありました。 

マイナンバーカードの機能を搭載したスマートフォンでオンライン資格確認を行う（以下、「スマホ保険証」

と略します）制度につきまして、導入補助を受ける手順に関して多くの医療機関からお問い合わせをいただい

ていることから、日本医師会から厚生労働省に対し、わかりやすい手順を示した資料を改めて作成するように

申し入れが行われており、近日中に対応がなされる予定です。 

同資料については、厚生労働省から提供され次第、改めて日本医師会よりお知らせがされる予定ですが、今

回は、質問が多い内容の対応策に関しての取り急ぎのお知らせとなります。 

「カードリーダーを購入する際に必要な Amazon ビジネスアカウントを作成するためには、確定申告書等の

提出しなければならないのか」とのご懸念が寄せられているとのことですが、本件については、お手数をおか

けしないよう、専用の「招待コード」が用意されております。アカウントの作成時に、招待コード（アルファ

ベットと数字からなる６つの文字列）を入力することで、確定申告書等を提出することなくアカウントを作成

いただくことが可能とのことです（※下記【招待コードの取得方法（日本医師会通知文書）】を参照）。 

ただし、この招待コードは、保険医療機関、保険薬局以外の者に伝えてはいけないものですので、取扱いに

は十分ご留意いただきますようお願い申し上げます。 

なお、オンライン資格確認等システムにおけるスマホ保険証への対応は義務ではございません。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただき、貴会会員への周知方、ご協力を賜りま

すようよろしくお願い申し上げます。 

 

【スマホ保険証に関する照会先】 

オンライン資格確認等コールセンター 0800-080-4583（通話無料） 

月曜日～金曜日（祝日を除く）8：00～18：00 土曜日（祝日を除く）8：00～16：00 
 
【招待コードの取得方法（日本医師会通知文書）】 
＊ 日本医師会メンバーズルーム（下記 URL もしくは右記二次元コード）から閲覧が可能です。 
https://www.med.or.jp/japanese/members/bunsyo/data3/sys/2025sys_1036.pdf  
※ 閲覧にはユーザー名とパスワードでのログインが必要です。 
・ユーザー名：会員 ID（日医刊行物送付番号）の 10 桁の数字（半角で入力）です。 
       宛名シール下部に印刷されている 10 桁の数字です。 
・パスワード：生年月日の「西暦の下２桁、月２桁、日２桁」を並べた 6 桁の数字です（半角入力）。 
 

【担当理事より】 

オンライン資格確認等システムにおけるスマホ保険証への対応は義務ではございませんが、補助が以前と

違う Amazon ビジネスアカウントから購入という方法になりました。汎用カードリーダー等は、Amazon ビジ

ネスの指定された専用ページにて、クーポンコードを使用した場合のみ、補助されます。   

大阪府医師会 担当事務局 
（診療報酬） 保険医療課  ℡06-6763-7001 
（医療ＤＸ） 総務課企画室 ℡06-6763-7021 
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